
本誌2016年8月・9月合併号（Vol.113）では、新
たなリース基準であるIFRS第16号「リース」（以下、
新基準）におけるリースの定義について解説しました。
取引がリースの定義に該当する場合には、借手は、原
則としてリース取引から生じる資産及び負債を貸借対
照表に計上することが求められます。今号では、新基
準において重要な影響が想定されるリースの借手の会
計処理において、留意すべきと考えられる主要な概念
について解説を行います。なお、文中の意見にわたる
部分は、筆者の私見であることをお断りします。

借手は、リース期間にわたりリースの対象となる原

資産を使用する権利を表す使用権資産と、原資産を使
用する権利に関連して借手が貸手に対して支払うリー
ス負債を、リース開始日に貸借対照表に計上します。
＜図1＞では、リース開始日において認識される使用
権資産及びリース負債の構成要素を示しています。

1. リース期間の決定
使用権資産及びリース負債の構成要素の会計処理の
検討における主要な概念の一つとして、リース期間が
挙げられます。新基準では、借手が原資産を使用する
権利を有する解約不能期間（通知期間を含む）に加え
て、延長オプションを行使すること（解約オプション
の場合には行使しないこと）が「合理的に確実」かど
うかを考慮して、リース期間を算定します。フリーレン
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Ⅱ　借手の会計処理の全体像
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▶図1　当初認識における使用権資産及びリース負債の構成要素
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ト期間がある場合には、当該期間をリース期間に含め
ます。なお、「合理的に確実」という用語は、現行基
準のIAS第17号「リース」でも使用されています。一
般的には高い可能性として解釈されており、新基準に
おいても現行の実務が引き継がれると考えられます。
ただし、新基準では、オプションの行使が「合理的に
確実」かどうかについて追加のガイダンスを設けてお
り、借手にとっての経済的インセンティブに関連する
全ての事実及び状況を検討することが求められている
ため留意が必要です（＜表1＞参照）。

2. 割引率
借手は、リース開始日において、リース料総額の現
在価値をリース負債として認識します。リース料総額
の現在価値を算定するために使用する割引率は、原則
として貸手によるリースの計算利子率となります。た
だし、借手においては、当該利率を容易に入手できな
い場合があるため、その場合には借手の追加借入利子
率を使用することができます。当該利子率は、同様の
経済環境において、使用権資産と同等の価値の資産を
取得するために必要となる資金の借入に係る利子率で
あり、使用権資産の種類、リース期間、保証などのリー
スの契約条件を考慮する必要があります。

3. リース料
新基準では、借手が回避できない固定された又は変
動するリース料の支払をリース負債として計上するこ
とを求めています。ただし、変動リース料の支払が借
手の将来の活動に左右される場合には、借手は現在の
支払義務を有していないため、リース負債は計上され
ません。リース料の変動要因により、貸借対照表に計
上すべき使用権資産及びリース負債の金額が変わるた
め、リース料の支払形態について、実態を踏まえた検
討が重要になると考えられます（＜表2＞参照）。

新基準では、各主要な概念について追加のガイダン
スが設けられていますが、その基本的な考え方につい
ては、現行基準のIAS第17号から変更されておらず、
現行の実務を大幅に変えることは想定されていないと
考えられます。しかし、新基準では、従来発生時に費
用処理されていたオペレーティング・リース取引につ
いて、使用権資産及びリース負債の計上が求められて
います。そのため、当該新たに認識される資産及び負
債について、各主要な概念をどのように適用していく
かが、今後の実務上の課題になると考えられます。

▶表1　オプションの行使が「合理的に確実」かどうかの検討項目の例示

▶表2　変動リース料の例示

Ⅳ　おわりに

オプションの行使が「合理的に確実」かどうかの検討項目の例示
市場相場との比較によるオプ
ション期間の契約条件の経済性

• オプション期間におけるリース料の支払金額はどのような水準か
• 延長オプション終了後における割安購入オプションなど、他のオプションが存在していないか

賃借物件の改良 • 重要な賃借物件の改良を実施（又は実施予定）しており、オプション行使時点で、重要な経済的便益を有していることが見込
まれていないか

リースの解約に関連するコスト • 交渉、再配置や返還など、リースの解約に係るコストは、どの程度の金額が見込まれているか（解約不能期間が短い場合、代
替資産の取得関連コストが増加する可能性を考慮する）

営業上の原資産の重要度 • 利用可能な代替資産が存在するか（原資産の所在地や原資産が顧客仕様かどうかを考慮する）
オプションの行使条件 • オプションの行使条件が設定されている場合、当該条件が満たされる可能性はどの程度見込まれているか

貸手に対するリターンの保証
• 他の契約条件（例：残価保証）を考慮すると、オプションの行使にかかわらず、貸手に対して一定のリターンが保証されてい
ないか（保証されている場合、延長オプションの行使（解約オプションの場合には行使しないこと）が合理的に確実である
と仮定する）

過去の慣行及び経済的理由 • 一定期間の使用実績やオプションの頻繁な行使実績が存在する場合、過去の慣行の経済的理由は何か
出典： IFRS第16号B37項からB40項より筆者作成

使用権資産及びリース負債に含まれる変動リース料

実質的に固定されたリース料
• 形式的には変動支払条件が存在しているが、その条件は実質的ではなく、実際の支払は変動することが想定されない場合
• 複数の支払条件が示されているが、そのうち現実的に適用される支払条件は一つである場合
• 複数の支払条件が示されているが、いずれの条件においても、最低支払金額が存在する場合

指数又はレートに応じて変動す
るリース料 • 物価指数や金利ベンチマーク（例：LIBOR）などの市場レートに連動するリース料

使用権資産及びリース負債に含まれない変動リース料
借手の活動に応じて変動する
リース料 • 将来の業績（例：売上高に対する一定割合）や使用状況（例：生産数量）に応じて変動するリース料

出典：IFRS第16号28項及びB42項より筆者作成
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